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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移送区間の第１の移送部分上で移送方向に対し
て横に印刷物が丁合いされたブックブロックを、ブック
ブロックが移送方向に応じて位置調整される無線綴じ装
置に移動させる手段を提供する。
【解決手段】第１の移送部分２上で移送方向Ｆに対して
横に移送方向Ｆに対して傾斜した背の姿勢で丁合いされ
た印刷物１あるいは綴じてないブックブロック５が、別
の移送部分３上で、印刷物１間に大きいピッチ間隔１２
を構成するために加速され、印刷物１あるいは綴じてな
いブックブロック５のサイドエッジ２９が移送方向Ｆに
対してほぼ平行な姿勢で存在し、これにより、印刷物１
あるいは綴じてないブックブロック５がこの姿勢で無線
綴じ装置７と結合されたキャリヤ２０のクランプ２３に
引き渡されるように旋回運動によって直立させられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷物（１）が、循環する移送装置（４）の移送区間（６）の第１の移送部分（２）上
で、綴じてないブックブロック（５）に丁合いされ、後続の別の移送部分（３）上で無線
綴じ装置（７）に供給される、複数の印刷物（１）から構成された無線綴じされた印刷製
品の製造をするための方法において、
　第１の移送部分（２）上で移送方向（Ｆ）に対して横に移送方向（Ｆ）に対して傾斜し
た背の姿勢で丁合いされた印刷物（１）あるいは綴じてないブックブロック（５）が、別
の移送部分（３）上で、印刷物（１）間に大きいピッチ間隔（１２）を構成するために加
速され、サイドエッジ（２９）が移送方向（Ｆ）に対してほぼ平行な姿勢で存在し、この
姿勢で無線綴じ装置（７）と移送に有効に結合されたキャリヤ（２０）のクランプ（２３
）に引き渡されるように旋回運動によって直立させられることを特徴とする方法。
【請求項２】
　サイドエッジ（２９）が、ブックブロックの背（２８）を構成することを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　綴じてないブックブロック（５）が、その姿勢を維持したままキャリヤ（２０）に引き
渡されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　移送区間（６）の第１の移送部分（２）内で丁合いされた印刷物（１）あるいは綴じて
ないブックブロック（５）が、別の移送部分（３）上では平坦な面（９，１０）で荷重作
用により保持されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　加速及び／又は旋回運動の前に荷重作用結合が行なわれることを特徴とする請求項１～
４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　印刷物（１）が、循環する移送装置（４）の移送区間（６）の第１の移送部分（２）上
で、綴じてないブックブロック（５）に丁合いされ、後続の別の移送部分（３）上で無線
綴じ装置（７）に供給され、移送装置（４）が、間隔を置いて案内軌道（１４）上を駆動
される、丁合いされた印刷物（１）あるいは綴じてないブックブロック（５）を搬送する
移送ユニット（１９）を備える、複数の印刷物（１）から構成された無線綴じされた印刷
製品の製造をするための装置において、
　移送区間（６）が、第１の移送部分（２）と移送方向（Ｆ）で別の移送部分（３）とに
よって形成されていること、第１の移送部分（２）が、印刷物（１）の丁合いのために設
けられており、この第１の移送部分上で、移送ユニット（１９）が、移送方向（Ｆ）に対
して横に移送方向（Ｆ）に対して傾斜した背の姿勢に位置調整されており、別の移送部分
（３）が、加速により印刷ユニット（１９）間に大きいピッチ間隔（１２）を構成するた
め、及び移送ユニット（１９）の旋回運動により印刷物（１）あるいは綴じてないブック
ブロック（５）を直立させるために形成されていることを特徴とする装置。
【請求項７】
　別の移送部分（３）の最後の移送領域（３０）が、無線綴じ装置（７）の循環する搬送
クランプ（８）の移送方向（Ｒ）と同方向に同期させて駆動可能であることを特徴とする
請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　移送ユニット（１９）が、印刷物（１）あるいは綴じてないブックブロック（５）のホ
ルダとして形成されていることを特徴とする請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
　別の移送部分（３）に、印刷物（１）あるいは綴じてないブックブロック（５）に作用
するガイド装置（１８）が配設されていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
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　ガイド装置（１８）が、ブラストエア供給装置（２７）によって形成されていることを
特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　ガイド装置（１８）が、スライドガイドとして形成されていることを特徴とする請求項
９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷物が、循環する移送装置の移送区間の第１の移送部分上で、綴じてない
ブックブロックに丁合いされ、後続の別の移送部分上で無線綴じ装置に供給される、複数
の印刷物から構成された無線綴じされた印刷製品の製造をするための方法、並びにこの方
法を実施するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷物の次処理で適用される、印刷物を綴じられた印刷製品に綴じるための方法は、工
程上、丁合い機械で個々の印刷物を綴じてないブックブロックに丁合いすること、引き続
き無線綴じ機の搬送クランプ内にブックブロックを移動させることを必要とする。丁合い
機械と無線綴じ機間の移動部は、特に、丁合いされる綴じてないブックブロックを、丁合
い機械の速度で位置調整して受け取り、無線綴じ機の速度でこの無線と軸に引き渡す機能
を有する。
【０００３】
　従来技術によれば、ブックブロックは、丁合い機械内で、ブックブロックの背の方向に
、Ｖ字形の、背の折り目に対して若干傾斜した通路内を立った状態で移送することができ
る。同様に長手方向に延在する無線綴じ機へのブックブロックの引渡しは、垂直な平面内
で行なわれ、ブックブロックの背の折り目は、水平な平面に向かって位置調整されている
。丁合い機械内でのブックブロックの移送及び移動は、通常は形状補完的に、チェーン固
定された、ブックブロックを押すプッシャによって行なわれる。移動の領域内で例えばブ
ックブロックの振動、見返しの追加及び貼付、綴じ、印刷等のようなオプション加工が何
ら実施されない場合、これらは、移送中にのみ背の長手方向に若干傾斜した位置から垂直
な位置に直立させられなければならない。丁合い機械が停止した場合、無線綴じ機は、綴
じプロセス内に存在するブックブロックを仕上げることができるようにするために、更に
作動させることができる。これにより、必然的に追従するブックブロック間のピッチ間隔
と移送速度は比較的大きくなる。従って、移送速度は、最大限に可能な生産速度の限界を
構成することになる。この場合、第１のラインでは丁合い機械の通路領域が該当するが、
ここでは、移送が行なわれるために空気の渦が生じる。空気の渦は、綴じてないブックブ
ロックの最も上の印刷物のところで揚力を発生させ、印刷物をブックブロックから持ち上
げることができる。このような場合に、丁合い機械を減速させた場合には、綴じてないブ
ックブロックがその運動エネルギーによって前に向かって飛び出し、これによりその位置
調整が失われることによって、欠点が現れる。
【０００４】
　特許文献１に開示された別の従来技術によれば、綴じてないブックブロックは、無線綴
じ機内で背の長手方向に対して横に移送される。従って、生産速度が同じ場合の移送速度
は、背の長手方向の移送に対して低減することができる。この原理において不利であるの
は、無線綴じ機が複雑な構造となることである。
【０００５】
　特許文献２によれば、印刷紙が背の長手方向に対して横に移送ベルト上で魚鱗流の形態
に丁合いされ、長手方向に延在する無線綴じ機に移動させる前に、個々のブックブロック
に個別化される。個別化の後、ブックブロックは、横に延在する棚に引き渡し、配置する
ことができるので、ブックブロックの背は、下に向かって位置調整され、９０°の転向に
よって、移送流に移行させられるので、背は、移送方向に応じて位置調整されている。厚
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みのあるブックブロックや、小さいサイズのブックブロックや、ＣＤのような硬い内容物
を有するブックブロックは、この方法では処理できないことが不利に作用する。
【特許文献１】欧州特許第０　６７５　００５号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１　５２８　０２３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の根本にある課題は、移送区間の第１の移送部分上で移送方向に対して横に印刷
物が丁合いされたブックブロックを、ブックブロックが移送方向に応じて位置調整される
無線綴じ装置に移動させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、本発明によれば、第１の移送部分上で移送方向に対して横に移送方向に対
して傾斜した背の姿勢で丁合いされた印刷物あるいは綴じてないブックブロックが、別の
移送部分上で、印刷物間に大きいピッチ間隔を構成するために加速され、サイドエッジが
移送方向に対してほぼ平行な姿勢で存在し、この姿勢で無線綴じ装置と移送に有効に結合
されたキャリヤのクランプに引き渡されるように旋回運動によって直立させられることに
よって解決される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　引き続き、説明で言及してない全ての詳細に関して参照すべき図面に関連させて実施例
を基にして本発明を説明する。
【０００９】
　図１は、大いに簡略化した図で無線綴じ設備を概略的に示す。
【００１０】
　循環する移送装置４により、移送区間６の第１の移送部分２で印刷物１が綴じてないブ
ックブロック５に丁合いされる。移送装置４は、案内軌道１４を循環する、相前後して配
設された複数の移送ユニット１９によって構成される。各移送ユニット１９は変位可能に
形成されているので、速度及び移送ユニット１９間の間隔は変更することができる。移送
ユニット１９は、本質的に下端に配設されたストッパ１６とサイドストッパ１７を有する
テーブル１５から成る。移送ユニット１９は、移送方向Ｆに対して相対的に少なくとも１
つの軸を中心として旋回可能である。第１の移送部分２上で、移送ユニット１９は、移送
方向Ｆに対して傾斜した背の姿勢で、サイドストッパ１７に向かって若干傾斜した姿勢で
配設されており、これにより、それぞれ最も下の印刷物１がテーブル１５に当接し、丁合
いされた印刷物１のサイドエッジ２９がサイドストッパ１７に接触する。
【００１１】
　第１の移送部分２に沿って配設された給紙装置（図示されてない）は、移送ユニット１
９に公知のやり方で印刷物１を装入する。有害な気流を低下させるため、第１の移送部分
２内での連続する移送ユニット１９間のピッチ間隔１１はできるだけ小さく保たれている
。後続の無線綴じ装置７の、循環する軌道２１内に案内された装入すべき搬送クランプ８
内で、ブックブロック５は、一方で第１の移送部分２に対して異なった位置調整を、他方
で大きいピッチ間隔１２を備える。ストッパ１６に当接している印刷物１のサイドエッジ
２９は、ブックブロックの背２８を構成する。このため、ブックブロック５の印刷物１は
、循環するキャリヤ２０によって、第２の移送部分３内で大きいピッチ間隔１２を構成す
るために加速され、移送方向Ｆに対して横に位置調整される旋回運動によって直立させら
れるので、ブックブロックの背２８を構成するサイドエッジ２９は、移送方向Ｆに対して
ほぼ平行な姿勢で存在し、この姿勢で無線綴じ装置７の搬送クランプ８に引き渡すことが
できる。遅くとも第１の移送部分２の終端部で、ブックブロック５は、保持力Ｐによって
荷重作用により移送ユニット１９と結合される。これは、ブックブロック５が、加速及び
／又は旋回運動中に移送ユニット１９の表面上でずれることができないようにするために
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必要である。キャリヤ２０を介入させるため、サイドストッパ１７とストッパ１６は、ブ
ックブロックの背を解放するためにブックブロック５から離され、隣接する背の領域が離
される。キャリヤ２０は、閉じた軌道２２上で同じ間隔で駆動される牽引手段に固定され
た多数のクランプ２３によって構成され、これらクランプは、その平坦な面９，１０でブ
ックブロック５を把持するために形成されている。引渡し領域２４で、移送装置４の案内
軌道１４とキャリヤ２０の循環軌道２２は平行に延在し、移送ユニット１９とキャリヤ２
０の速度は等しい。
【００１２】
　引渡し領域２４の開始部で、キャリヤ２０の開放しているクランプ２３は、背の領域に
続くブックブロック５の側面領域上に移されて閉じられる。保持力Ｐを除去した後、ブッ
クブロック５は、引き続きクランプ２３によって荷重作用により保持され、依然として移
送ユニット１９のテーブル１５上に載っている。引渡し領域２４の後で、移送ユニット１
９の案内軌道１４とキャリヤ２０の循環軌道２２が分かれる。ブックブロック５は、その
下の平坦な面９でガイド装置１８のガイド面２５上に載っている。からの移送ユニット１
９は、再び移送区間６の第１の移送部分２の開始部に戻される。案内軌道１４に沿って移
送ユニット１９を戻している間に、移送ユニット１９間が小さいピッチ間隔１１に再び調
整され、ストッパ１６とサイドストッパ１７がその作動位置に元に戻される。
【００１３】
　ガイド面２５は、螺旋状に形成されているので、ブックブロック５は、移送中、ブック
ブロック５の平坦な面９，１０が平行な垂直平面間で直立した姿勢をとるまで、移送方向
Ｆに対して平行な軸を中心として旋回される。ガイド装置１８は、ガイド面２５の向かい
側に、ブラストエア供給装置２７を構成する多数のブラストエアノズル２６を有すること
ができる。ブックブロック５を保持するクランプ２３は、移送方向Ｆに対して平行な軸を
中心として旋回可能である。無線綴じ装置７の軌道２１にキャリヤ２０の循環軌道２２が
接近することにより、印刷物１あるいは綴じてないブックブロック５は搬送クランプ８内
に移動させられる。別の移送部分３の最後の移送領域３０は、無線綴じ装置７の循環する
搬送クランプ８の移送方向Ｒと同方向に同期するように延在する。この最後の移送領域３
０では、先ず搬送クラップ８が閉じられ、これにより、綴じてないブックブロック５が荷
重作用により収容される。引き続き、キャリヤ２０のクランプ２３が開放され、開放した
クランプ２３は、引渡し領域２４内の移送ユニット１９から別の綴じてないブックブロッ
ク５を受け取るために循環軌道２２に戻される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】簡略化した図で無線綴じ設備を概略的に示す。
【符号の説明】
【００１５】
　　１　　　　　印刷物
　　２　　　　　第１の移送部分
　　３　　　　　第２の移送部分
　　４　　　　　移送装置
　　５　　　　　綴じてないブックブロック
　　６　　　　　移送区間
　　７　　　　　無線綴じ装置
　　８　　　　　搬送クランプ
　　９　　　　　面
　　１０　　　　面
　　１１　　　　ピッチ間隔
　　１２　　　　ピッチ間隔
　　１４　　　　案内軌道
　　１５　　　　テーブル
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　　１６　　　　ストッパ
　　１７　　　　サイドストッパ
　　１８　　　　ガイド装置
　　１９　　　　移送ユニット
　　２０　　　　キャリヤ
　　２１　　　　軌道
　　２２　　　　軌道
　　２３　　　　クランプ
　　２４　　　　引渡し領域
　　２５　　　　ガイド面
　　２６　　　　ブラストエアノズル
　　２７　　　　ブラストエア供給装置
　　２８　　　　ブックブロックの背
　　２９　　　　ブックブロックのサイドエッジ
　　３０　　　　移送領域
　　Ｆ　　　　　移送方向
　　Ｒ　　　　　移送方向
　　Ｐ　　　　　保持力

【図１】
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